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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 
平成29年度 

第１四半期連結 
累計期間 

平成30年度 
第１四半期連結 

累計期間 
平成29年度 

 

(自 平成29年 
   ４月１日 
 至 平成29年 
   ６月30日) 

(自 平成30年 
   ４月１日 
 至 平成30年 
   ６月30日) 

(自 平成29年 
   ４月１日 
 至 平成30年 
   ３月31日) 

経常収益 百万円 5,542 5,064 21,289 

経常利益 百万円 1,352 1,024 4,819 

親会社株主に帰属する 

四半期純利益 
百万円 963 561 ―― 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 
百万円 ── ―― 3,555 

四半期包括利益 百万円 737 855 ―― 

包括利益 百万円 ── ―― 2,085 

純資産額 百万円 81,347 83,112 82,486 

総資産額 百万円 1,488,560 1,523,453 1,483,198 

１株当たり四半期純利益 円 101.92 59.16 ―― 

１株当たり当期純利益 円 ―― ―― 375.05 

潜在株式調整後１株当たり 

四半期純利益 
円 101.02 58.72 ―― 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
円 ―― ―― 372.26 

自己資本比率 ％ 5.43 5.42 5.52 

 （注）１．当行は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

３．平成29年10月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を実施いたしました。１株当たり四半期純利益、

１株当たり当期純利益、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

は、平成29年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算出しております。

４．自己資本比率は、（（四半期）期末純資産の部合計－（四半期）期末新株予約権－（四半期）期末非支配株

主持分）を（四半期）期末資産の部の合計で除して算出しております。 

 

２【事業の内容】

 当第１四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また、主要な関係会社についても、異動はありません。 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

  当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

  (1) 財政状態及び経営成績の状況 

   当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済を顧みますと、雇用情勢の改善を背景に個人消費の持ち直しが続

いたほか、企業収益の改善や設備投資の増加が続くなど、緩やかな回復が続きました。 

   当行グループの主たる営業基盤である新潟県の経済につきましては、生産や輸出が高めの水準で推移するなか、企

業収益や設備投資の増加に加え、個人消費も持ち直しが持続するなど、回復が続きました。 

   このような経済状況のもとで、当行グループの当第１四半期連結累計期間の連結経営成績につきましては、経常収

益は、その他業務収益及びその他経常収益の減少などにより、前年同四半期比４億78百万円減少の50億64百万円とな

りました。経常費用は、営業経費の減少などにより、前年同四半期比１億50百万円減少の40億39百万円となりまし

た。 

以上の結果、経常利益は、前年同四半期比３億28百万円減少の10億24百万円となりました。 

   親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同四半期比４億２百万円減少の５億61百万円となりました。 

   当第１四半期連結会計期間末における連結財政状態につきましては、総資産は１兆5,234億53百万円（前年度末比

402億55百万円増加）、純資産は831億12百万円（前年度末比６億26百万円増加）となりました。主要科目につきまし

ては、貸出金は１兆182億60百万円（前年度末比75億31百万円減少）、有価証券は3,606億45百万円（前年度末比29億

80百万円増加）、預金等（預金＋譲渡性預金）は１兆3,883億55百万円（前年度末比383億70百万円増加）となりまし

た。 
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① 国内・国際業務部門別収支

 資金運用収支は国内業務部門37億６百万円（合計に対する割合96.1％）、国際業務部門１億49百万円（合計に

対する割合3.9％）となりました。

 役務取引等収支は国内業務部門１億65百万円（合計に対する割合99.4％）、国際業務部門1百万円（合計に対

する割合0.6％）となりました。

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

資金運用収支
前第１四半期連結累計期間 3,762 76 － 3,839

当第１四半期連結累計期間 3,706 149 － 3,856

うち資金運用収益
前第１四半期連結累計期間 3,893 82 1 3,974

当第１四半期連結累計期間 3,829 155 2 3,982

うち資金調達費用
前第１四半期連結累計期間 131 5 1 134

当第１四半期連結累計期間 122 6 2 126

役務取引等収支
前第１四半期連結累計期間 168 1 － 169

当第１四半期連結累計期間 165 1 － 166

うち役務取引等収益
前第１四半期連結累計期間 613 3 － 616

当第１四半期連結累計期間 621 2 － 624

うち役務取引等費用
前第１四半期連結累計期間 444 2 － 446

当第１四半期連結累計期間 456 1 － 458

その他業務収支
前第１四半期連結累計期間 582 5 － 587

当第１四半期連結累計期間 330 4 － 334

うちその他業務収益
前第１四半期連結累計期間 589 5 － 595

当第１四半期連結累計期間 371 4 － 375

うちその他業務費用
前第１四半期連結累計期間 7 － － 7

当第１四半期連結累計期間 40 － － 40

（注）１．「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。

    ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

２．「相殺消去額(△)」は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。

３．国内業務部門、国際業務部門とも連結相殺消去後の計数を表示しております。

４．資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用（前第１四半期連結累計期間０百万円、当第１四半期連結累計期

間０百万円）を控除して表示しております。
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② 国内・国際業務部門別役務取引の状況

 役務取引等収益は、国内業務部門の預金・貸出業務、為替業務及び投信・保険窓販業務を中心に６億24百万円

となりました。

 また、役務取引等費用は、国内業務部門を中心に４億58百万円となりました。

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

役務取引等収益
前第１四半期連結累計期間 613 3 － 616

当第１四半期連結累計期間 621 2 － 624

うち預金・貸出業務
前第１四半期連結累計期間 135 － － 135

当第１四半期連結累計期間 141 － － 141

うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 165 2 － 168

当第１四半期連結累計期間 167 2 － 170

うち証券関連業務
前第１四半期連結累計期間 3 － － 3

当第１四半期連結累計期間 4 － － 4

うち代理業務
前第１四半期連結累計期間 10 － － 10

当第１四半期連結累計期間 9 － － 9

うち保護預り・貸金

庫業務

前第１四半期連結累計期間 1 － － 1

当第１四半期連結累計期間 1 － － 1

うち保証業務
前第１四半期連結累計期間 4 0 － 4

当第１四半期連結累計期間 4 0 － 4

うち投信・保険窓販

業務

前第１四半期連結累計期間 220 － － 220

当第１四半期連結累計期間 218 － － 218

役務取引等費用
前第１四半期連結累計期間 444 2 － 446

当第１四半期連結累計期間 456 1 － 458

うち為替業務
前第１四半期連結累計期間 29 2 － 31

当第１四半期連結累計期間 30 1 － 31

（注）１．「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。

    ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

２．国内業務部門、国際業務部門とも連結相殺消去後の計数を表示しております。 
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③ 国内・国際業務部門別預金残高の状況

○ 預金の種類別残高（末残）

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

預金合計
前第１四半期連結会計期間 1,300,224 945 － 1,301,169

当第１四半期連結会計期間 1,325,283 1,170 － 1,326,454

うち流動性預金
前第１四半期連結会計期間 471,397 － － 471,397

当第１四半期連結会計期間 514,606 － － 514,606

うち定期性預金
前第１四半期連結会計期間 825,374 － － 825,374

当第１四半期連結会計期間 808,187 － － 808,187

うちその他
前第１四半期連結会計期間 3,452 945 － 4,397

当第１四半期連結会計期間 2,489 1,170 － 3,660

譲渡性預金
前第１四半期連結会計期間 50,389 － － 50,389

当第１四半期連結会計期間 61,901 － － 61,901

総合計
前第１四半期連結会計期間 1,350,613 945 － 1,351,558

当第１四半期連結会計期間 1,387,184 1,170 － 1,388,355

（注）１．「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。

    ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

   ２．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金 

 ３．定期性預金＝定期預金＋定期積金

 ４．国内業務部門、国際業務部門とも連結相殺消去後の計数を表示しております。
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④ 貸出金残高の状況

○ 業種別貸出状況（末残・構成比）

業種別
前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

金額(百万円) 構成比（％） 金額(百万円) 構成比（％）

国内（除く特別国際金融取引勘定分） 982,009 100.00 1,018,260 100.00

製造業 74,081 7.54 75,428 7.41

農業，林業 7,236 0.74 6,758 0.66

漁業 938 0.10 349 0.03

鉱業，採石業，砂利採取業 1,884 0.19 1,680 0.16

建設業 49,947 5.09 48,762 4.79

電気・ガス・熱供給・水道業 2,768 0.28 4,244 0.42

情報通信業 3,334 0.34 3,994 0.39

運輸業，郵便業 19,541 1.99 18,996 1.87

卸売業，小売業 67,940 6.92 69,651 6.84 

金融業，保険業 90,919 9.26 96,691 9.50

不動産業，物品賃貸業 143,121 14.57 154,994 15.22

サービス業等 92,852 9.45 92,849 9.12

地方公共団体 123,997 12.63 132,616 13.02

その他 303,446 30.90 311,244 30.57

（注）１．「国内」とは、当行及び連結子会社であります。

   ２．海外店分及び特別国際金融取引勘定分は該当ありません。

 

(2) 経営方針・経営戦略等

 当第１四半期連結累計期間において、当行グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあり

ません。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

  当第１四半期連結累計期間において、当行グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

 

(4) 研究開発活動

 当第１四半期連結累計期間において、研究開発活動に関しては該当事項はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

      当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 20,000,000

計 20,000,000

 

②【発行済株式】

種類
 第１四半期会計期間末

 現在発行数（株）
（平成30年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年８月８日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 9,671,400 9,671,400 東京証券取引所市場第一部
単元株式数

100株

計 9,671,400 9,671,400 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

     該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

     該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成30年４月１日～

平成30年６月30日
－ 9,671 － 10,000 － 8,208

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式     184,000 － 単元株式数 100株

完全議決権株式（その他） 普通株式   9,459,700 94,597 同上

単元未満株式 普通株式      27,700 －
１単元（100株）

未満の株式

発行済株式総数 9,671,400 － －

総株主の議決権 － 94,597 －

 

②【自己株式等】

平成30年６月30日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社大光銀行
新潟県長岡市大手

通一丁目５番地６
184,000 － 184,000 1.90

計 ────── 184,000 － 184,000 1.90

 

２【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。 
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第４【経理の状況】
１．当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」

（昭和57年大蔵省令第10号）に準拠しております。 

 

２．当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（自平成30年４月１日 至

平成30年６月30日）及び第１四半期連結累計期間（自平成30年４月１日 至平成30年６月30日）に係る四半期連結財

務諸表について、有限責任監査法人トーマツの四半期レビューを受けております。 
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成30年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成30年６月30日) 

資産の部    

現金預け金 63,739 109,732 

商品有価証券 12 5 

金銭の信託 7,980 8,006 

有価証券 ※２ 357,665 ※２ 360,645 

貸出金 ※１ 1,025,791 ※１ 1,018,260 

外国為替 1,902 2,349 

その他資産 11,591 9,323 

有形固定資産 15,787 16,138 

無形固定資産 720 790 

退職給付に係る資産 133 343 

繰延税金資産 59 61 

支払承諾見返 2,545 2,476 

貸倒引当金 △4,732 △4,679 

資産の部合計 1,483,198 1,523,453 

負債の部    

預金 1,300,675 1,326,454 

譲渡性預金 49,310 61,901 

コールマネー及び売渡手形 371 773 

債券貸借取引受入担保金 － 3,098 

借用金 29,700 33,500 

その他負債 12,613 6,633 

賞与引当金 635 322 

役員賞与引当金 17 8 

退職給付に係る負債 199 199 

睡眠預金払戻損失引当金 169 169 

偶発損失引当金 138 148 

利息返還損失引当金 8 8 

繰延税金負債 2,599 2,920 

再評価に係る繰延税金負債 1,727 1,727 

支払承諾 2,545 2,476 

負債の部合計 1,400,711 1,440,341 

純資産の部    

資本金 10,000 10,000 

資本剰余金 8,208 8,208 

利益剰余金 49,727 50,051 

自己株式 △466 △467 

株主資本合計 67,469 67,793 

その他有価証券評価差額金 12,048 12,317 

土地再評価差額金 2,556 2,556 

退職給付に係る調整累計額 △102 △84 

その他の包括利益累計額合計 14,502 14,789 

新株予約権 137 147 

非支配株主持分 376 383 

純資産の部合計 82,486 83,112 

負債及び純資産の部合計 1,483,198 1,523,453 
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

    （単位：百万円） 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年６月30日) 

経常収益 5,542 5,064 

資金運用収益 3,974 3,982 

（うち貸出金利息） 3,035 2,924 

（うち有価証券利息配当金） 919 1,035 

役務取引等収益 616 624 

その他業務収益 595 375 

その他経常収益 ※１ 356 ※１ 81 

経常費用 4,189 4,039 

資金調達費用 135 127 

（うち預金利息） 120 121 

役務取引等費用 446 458 

その他業務費用 7 40 

営業経費 3,479 3,298 

その他経常費用 ※２ 120 ※２ 114 

経常利益 1,352 1,024 

特別損失 1 0 

固定資産処分損 1 0 

税金等調整前四半期純利益 1,351 1,024 

法人税、住民税及び事業税 230 265 

法人税等調整額 150 190 

法人税等合計 381 455 

四半期純利益 970 568 

非支配株主に帰属する四半期純利益 6 7 

親会社株主に帰属する四半期純利益 963 561 
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

    （単位：百万円） 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年６月30日) 

四半期純利益 970 568 

その他の包括利益 △232 286 

その他有価証券評価差額金 △282 268 

退職給付に係る調整額 50 18 

四半期包括利益 737 855 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 731 848 

非支配株主に係る四半期包括利益 6 7 
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。

前連結会計年度
（平成30年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（平成30年６月30日）

破綻先債権額 630百万円 644百万円

延滞債権額 21,308百万円 20,788百万円

３カ月以上延滞債権額 70百万円 19百万円

貸出条件緩和債権額 871百万円 624百万円

合計額 22,879百万円 22,076百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

※２．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務

の額は次のとおりであります。

前連結会計年度
（平成30年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（平成30年６月30日）

2,632百万円 2,949百万円

（四半期連結損益計算書関係）

※１．その他経常収益には、次のものを含んでおります。

前第１四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日）

貸倒引当金戻入益 96百万円 22百万円

償却債権取立益 42百万円 19百万円

株式等売却益 150百万円 －百万円

金銭の信託運用益 35百万円 26百万円

※２．その他経常費用には、次のものを含んでおります。

前第１四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日）

貸出金償却 80百万円 7百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連

結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

前第１四半期連結累計期間
（自  平成29年４月１日
至  平成29年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成30年４月１日
至  平成30年６月30日）

減価償却費 179百万円 188百万円
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（株主資本等関係）

前第１四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月22日

定時株主総会
普通株式 236 2.5 平成29年３月31日 平成29年６月23日 利益剰余金

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30年６月30日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年６月22日

定時株主総会
普通株式 237 25.0 平成30年３月31日 平成30年６月25日 利益剰余金

  （注）平成29年10月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を実施いたしました。

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

 当行グループは、報告セグメントが銀行業のみであり、当行グループの業績における「その他」の重要性が

乏しいため、記載を省略しております。なお、「その他」にはクレジットカード業務等が含まれております。 
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（金融商品関係）

 企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、

次のとおりであります。

 

  前連結会計年度（平成30年３月31日）

科 目
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

  貸出金 1,025,791    

貸倒引当金（＊） △4,584    

  1,021,206 1,021,300 93

（＊） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

 

  当第１四半期連結会計期間（平成30年６月30日） 

科 目
四半期連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

  貸出金 1,018,260    

貸倒引当金（＊） △4,525    

  1,013,735 1,013,226 △509

（＊） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

 

（注）貸出金の時価の算出方法

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく

異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利

によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行っ

た場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のもの

は、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価

値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は四半期連結決算日

（連結決算日）における四半期連結貸借対照表（連結貸借対照表）上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控

除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについて

は、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時

価としております。
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（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、

次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日）

(1) １株当たり四半期純利益 円 101.92 59.16

（算定上の基礎）      

親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 963 561

普通株主に帰属しない金額 百万円 － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 963 561

普通株式の期中平均株式数 千株 9,457 9,487

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期

  純利益
円 101.02 58.72

（算定上の基礎）      

親会社株主に帰属する四半期純利益

調整額
百万円 － －

普通株式増加数 千株 84 71

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり四半期純利益の算定

に含めなかった潜在株式で、前連結会

計年度末から重要な変動があったもの

の概要

  － －

 （注）平成29年10月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を実施したことから、１株当たり四半期純利益及び潜

在株式調整後１株当たり四半期純利益については、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算

出しております。

 

 

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

 

 

２【その他】

 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

      平成30年８月６日

       

株式会社大光銀行      

取締役会 御中      

       

  有限責任監査法人トーマツ 

       

 
指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 青木 裕晃  印 

       

 
指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 石尾 雅樹  印 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社大光銀

行の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平成

30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。 

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大光銀行及び連結子会社の平成30年６月30日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

 



【表紙】
 

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年８月８日

【会社名】 株式会社大光銀行

【英訳名】 THE TAIKO BANK,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取  古出 哲彦

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 新潟県長岡市大手通一丁目５番地６

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

株式会社大光銀行 東京支店

（東京都豊島区西池袋三丁目28番13号）

株式会社大光銀行 川口支店

（埼玉県川口市本町三丁目６番22号）
 



１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当行取締役頭取古出哲彦は、当行の第117期第１四半期（自平成30年４月１日 至平成30年６月30日）の四半期報

告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

２【特記事項】

特記すべき事項はありません。

 


